
広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
十
二
号 

広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

広
島
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
二
条 

広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
小
切
手
用
紙
の
交
付
） 

第
七
十
五
条 

取
引
店
は
、
会
計
管
理
者
又
は
県
税
事

務
所
出
納
員
か
ら
小
切
手
用
紙
の
請
求
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
金
融
機
関
と
し
て
新
規
の
小
切
手
用
紙
の
払
出

し
を
行
つ
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

 

（
小
切
手
用
紙
の
交
付
） 

第
七
十
五
条 

取
引
店
は
、
会
計
管
理
者
又
は
県
税
事

務
所
出
納
員
か
ら
小
切
手
用
紙
の
請
求
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
会
計
管
理
者
等
の
現
金
又
は
有
価
証
券
の
領
収
及

び
引
継
ぎ
又
は
払
込
み
） 

第
四
十
五
条 

（
略
） 

２―

６ 

（
略
） 

７ 

会
計
管
理
者
、
廨
出
納
員
又
は
総
務
事
務
所
出
納

員
は
、
指
定
納
付
受
託
者
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
る
現

金
を
用
い
な
い
納
付
を
受
け
た
と
き
は
、
金
銭
登
録

機
を
使
用
し
て
作
成
し
た
領
収
書
に
そ
の
旨
を
印
字

若
し
く
は
押
印
し
た
も
の
又
は
支
払
明
細
書
を
納
付

者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
帳
簿
書
類
等
の
保
存
年
限
） 

第
七
十
九
条 

指
定
金
融
機
関
又
は
収
納
代
理
金
融
機

関
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
帳
簿
及
び
証
拠
書
類
（ 

電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。 

 

）
を
出
納
閉
鎖
後
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
会
計
管
理
者
が
指
定
す
る
帳
簿
又
は

証
拠
書
類
に
つ
い
て
、
会
計
管
理
者
が
別
に
保
存
期

間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
保
存
期
間
に
よ
り
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
領
収
印
の
ひ
な
形
及
び
寸
法
） 

第
百
十
二
条 

会
計
管
理
者
、
廨
出
納
員
、
総
務
事
務

所
出
納
員
、
県
税
事
務
所
出
納
員
又
は
現
金
出
納
員 

 

（
会
計
管
理
者
等
の
現
金
又
は
有
価
証
券
の
領
収
及

び
引
継
ぎ
又
は
払
込
み
） 

第
四
十
五
条 

（
略
） 

２―

６ 

（
略
） 

       

（
帳
簿
書
類
等
の
保
存
年
限
） 

第
七
十
九
条 

指
定
金
融
機
関
又
は
収
納
代
理
金
融
機 

関
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
帳
簿
及
び
証
拠
書
類
は
、 

出
納
閉
鎖
後
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
会
計
管
理
者
が
指
定
す
る
帳
簿
又
は
証
拠

書
類
に
つ
い
て
、
会
計
管
理
者
が
別
に
保
存
期
間
を

定
め
た
と
き
は
、
そ
の
保
存
期
間
に
よ
り
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
領
収
印
の
ひ
な
形
及
び
寸
法
） 

第
百
十
二
条 

会
計
管
理
者
、
廨
出
納
員
、
総
務
事
務

所
出
納
員
又
は
県
税
事
務
所
出
納
員
が
使
用
す
る
領 



次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

が
使
用
す
る
領
収
印
の
ひ
な
形
及
び
寸
法
は
、
別
表

第
四
の
と
お
り
と
す
る
。  

収
印
の
ひ
な
形
及
び
寸
法
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り

と
す
る
。 

 



改 正 後 改 正 前 

 
様式第６号（第11条関係） 
その１ （略） 
その２ 削除 
その３―その７ （略） 

 
様式第12号（第13条関係） 
その１―その４ （略） 
その５ 削除 
その６―その８ （略） 

 
様式第25号（第24条関係） 
その１ 

広 島 県 隔 地 払 送 金 通 知 書 

（略） 

支 払 明 細 

1・2 （略） 

3 支払所属 （略） 

（備考) この支払の内容でわからないことがありましたら、支払

所属までお問い合せください。 
備考 （略） 
その２ （略） 

 

 
様式第６号（第11条関係） 

その１ （略） 
その２ 
その３―その７ （略） 

 
様式第12号（第13条関係） 
その１―その４ （略） 
その５ 
その６―その８ （略） 

 
様式第25号（第24条関係） 

その１ 
広 島 県 隔 地 払 送 金 通 知 書 

（略） 

支 払 明 細 

1・2 （略） 

3 支払機関 （略） 

（備考) この支払の内容でわからないことがありましたら、支払

機関までお問い合せください。 
備考 （略） 
その２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 



第
三
条 

広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
記
様
式
第
六
号
そ
の
７
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 



その８ 

 
備考 １ 用紙の大きさは、縦 11.４センチメートル、横 29.７センチメートルとする。 

   ２ この様式は、電子計算組織により処理する事務のうち、収納に関する事務を地方税共同機構に行わせるものについて使用するものとする。 

   ３ 金額は訂正することができない。 

   ４ 領収済通知書において、納入者の住所は非表示とする。 

   ５ 地方税共同機構に収納させるため、２次元バーコードその他収納に必要な事項を追加することができる。 

 



別
記
様
式
第
三
十
二
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



様式第32号の２（第39条関係） 

その１ 

  OCR 

  納付書     広島県公金 

 

  OCR 

  領収済通知書               広島県公金 

  OCR 

  返納通知書(領収証書)              広島県公金 

   納入者名 

 

 

 

 

 

 

納 

     この用紙は直接機械読み取りをしますので、汚したり折り

曲げたりしないでください。 
 

     納入者住所氏名   

      

 
 
 納入者住所氏名 
 

納 

消込区分 所 属 年度・会計 科 目 納入通知書番号 消込区分 所 属 年度・会計 科 目 納入通知書番号 

8   10 11  15 16   19 20  23 24     38           

  消込

区分 
所属 

年度・

会 計 
科目 金 額 

39          51   
金 額 

  

          
納 期 限        年  月  日 納 期 限 

  

納入通知

書 番 号 

  
納入請求

の 理 由 

  
納 入 請 求

の 理 由 

  

金 額   

  領収印   領収印52      57  上記の金額を納付してください。 

 

        年  月  日 

 

     広 島 県 知 事 

領収印 

広島県庁 広島県庁 

  

納入場所 

 指定金融機関又は収納代理金融機関 

収納店保管      広島県公金  収納店→指定金融機関→広島県会計管理者 OCR 広島県公金  納入者保管                    広島県公金 

 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ列５とする。 



 その２ 

 
備考 １ 用紙の大きさは、縦 11.4 センチメートル、横 29.7 センチメートルとする。 

   ２ この様式は、電子計算組織により処理する事務のうち、戻入金に係る収納に関する事務を地方税共同機構に行わせるものに 

ついて使用するものとする。 

   ３ 地方税共同機構に収納させるため、２次元バーコードその他収納に必要な事項を追加することができる。 

 



附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
規
定 

令
和
八
年
四
月
一
日 

二 

第
三
条
の
規
定 
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
会
計
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の

規
則
の
施
行
の
際
現
に
県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
会
計
規
則

の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


